
№ 質問 回答

1

管理業務仕様書において、当該施設の休館日は設けないとのことで
すが、施設のHPを拝見すると火曜日が休館日となっています。
現指定管理者との協議の結果と思いますが、その理由等をご教示く
ださい。

現在の休館日及び休館期間については指定管理者の指定申請書の提
案によるものとなります。
施設設備等の点検、メンテナンスによる休館は、利用者へのサービ
ス向上であると認め、火曜日を休館日としているところでありま
す。

2

Webでの予約システムについては、現在の予約システムを引き継い
だほうがよいでしょうか。又は、新規システムへの更新も提案事項
として挙げてよろしいでしょうか。

Ｗｅｂ予約システムは現在の指定管理者が整備したものとなりま
す。指定管理者が変更となった際に、現行のシステムを引き継ぐか
否かは現在の指定管理者との協議になります。
新規システムへの更新については提案事項として提案いただいて構
いません。

3

当該指定管理の申請に向けて任意団体の設立を検討しています。こ
の場合、申請時点で設立している必要がありますか。

民間企業やNPO法人などを含む様々な団体の申請者は募集要項に示

す資格の全ての要件を満たしている必要があります。

4

任意団体を新たに設立する場合、提出書類のうち添付書類➁③⑤⑥
⑦の提出は免除されると考えて良いでしょうか。または、代表者個
人に関する書類等が必要でしょうか。

➁➡団体の規約(会則）の添付

③➡免除

⑤➡免除

⑥➡総会資料（団体の収支予算計画及び事業計画、役員名簿、役員となる

者の履歴書等）

⑦➡代表者の未納のない証明
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5

過去の利用者アンケートは実施していますでしょうか。また、実施
している場合、結果を開示していただけますでしょうか。

別添のとおり令和３年に実施したアンケート調査集計表を公開しま
す。

6

現指定管理者の経費のうち、手数料、委託料、保険料の内訳を知り
たいのですが、開示していただけますでしょうか。

内訳は以下のとおりとなります。
【手数料】
ネット予約送客手数料、クレジット決済手数料、振込手数料
【委託料】
浄化槽保守点検、電気工作物の保安管理、管理事務所警備業務、Ａ
ＥＤ保守点検、浄化槽法定検査、消火器点検
【保険料】
業務災害補償保険、キャンプ場総合保険、車両任意保険

7

当該施設の設備の老朽化が進んでいるように見受けられますが、安
全管理上、解体や修繕が必要な場合施設に関しても、２０万円以内
であれば指定管理者の負担となるのでしょうか。
また、その場合「原状回復」の原則から外れると思いますが、市と
の協議により「原状回復」の状態を変更することは可能でしょう
か。

基本的には現状のままの引き渡しとなりますので、２０万円以内の

修繕等は指定管理者の負担となります。

施設の老朽化については、市共通の課題であり、その対策等を含め

た事業計画を提案してください。



8

利用料の改定を行いたい場合は、条例の改定が必要でしょうか。改
定を行う場合に必要な事項と、これまでに改定の実績があるのかど
うかをご教示ください。

管理業務仕様書４－（１）にあるように、利用料金の額は、施設の
条例に定める額の範囲内において、市の承認を得ることにより可能
となりますが、条例により定められている使用料を変更する場合は
条例を改正する必要が生じます。
また、令和元年１０月の消費税率変更に伴う料金改定に併せ、一部
料金の改定を行っております。

9

現在「イベント広場」はオートキャンプ場として使用されているよ
うに見受けられますが、条例等にはイベント広場の料金等の規定は
ありません。イベント広場のキャンプサイトとしての使用は、自主
事業として料金設定を含め提案事項としてよろしいでしょうか。

イベント広場（芝生広場）は通常、軽スポーツや休憩場所として使用し
ていますが、これらの妨げにならない範囲で自主事業キャンプサイトと
しての利用提案は可能となります。

10

現在、敷地に隣接する土地が林間オートキャンプ場として現指定管
理者の収益事業に使用されているように見受けられます。指定管理
期間終了後は、引き続き市または新指定管理者が借用を続ける、又
は当該土地を公有化する等の方針を市としてお持ちでしょうか。

敷地に隣接する土地については、本施設の管理区域外となります。
よって、市による当該土地の借り受けや公有財産化する予定はあり
ません。

11

各申請書類は、内容に応じて枚数を増やしてよろしいでしょうか。
また、文字の大きさ（ポイント数）、図の挿入等に関して制限があ
ればご教示ください。

枚数の５０枚はあくまで目安であり、文字の大きさ等につきまして

も制限はありません。



12

各申請書類のうち、「別紙で示しても良い」という表記のないもの
については、別紙での補足説明は行えないという理解でよろしいで
しょうか。

面接時の説明にあたっては、申請書を要約した資料は認めますが、

新たに追加となる説明資料は認めません。

13

選考過程における「面接」では、パワーポイント等のスライドの使
用は可能でしょうか。

説明につきましては、申請書の内容に基づいてご説明をお願いしま

す。投影機等の使用は不可です。

14

「エネルギー使用量調査票」の電気事業者の名称が文字切れしてい
ますので、改めて開示していただけますでしょうか。

修正した内容を掲示しました。


